
  
 

一

   新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 等 の 影 響 に 対 応 す る た め の 雇 用 保 険 法 の 臨 時 特 例 等 に 関 す る 法 律 の 一 部 を

改 正 す る 法 律 案 要 綱 

第 一 題 名 及 び 趣 旨 関 係 

   題 名 を 「 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 等 の 影 響 に 対 応 す る た め の 雇 用 保 険 法 の 臨 時 特 例 等 及 び 離 職 者 等

の 支 援 に 係 る 措 置 に 関 す る 法 律 」 に 改 め る と と も に 、 趣 旨 を 「 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 及 び そ の ま ん

延 防 止 の た め の 措 置 が 労 働 者 及 び 事 業 主 に 及 ぼ す 影 響 の 緩 和 を 図 る た め 、 雇 用 保 険 法 の 特 例 等 及 び 離 職

者 等 の 支 援 に 係 る 措 置 を 定 め る も の と す る 」 と す る こ と 。         （ 題 名 及 び 第 一 条 関 係 ） 

第 二 雇 用 保 険 法 の 特 例 等 

 一 基 本 手 当 の 特 例 

  １ 基 本 手 当 の 日 額 の 特 例 

    令 和 三 年 一 月 八 日 か ら 政 令 で 定 め る 日 ま で の 間 （ ２ 及 び ３ に お い て 「 特 例 期 間 」 と い う 。 ） に お け

る 基 本 手 当 の 日 額 を 、 賃 金 日 額 に 百 分 の 七 十 を 乗 じ て 得 た 額 ま で （ 賃 金 日 額 が 一 定 額 以 下 の 者 に つ い

て は 、 賃 金 日 額 ま で ） 引 き 上 げ る こ と 。                     （ 第 三 条 関 係 ） 



 

  
 

二

  ２ 賃 金 日 額 の 計 算 の 特 例 

    特 例 期 間 に お け る 基 本 手 当 の 日 額 は 、 令 和 二 年 二 月 以 後 に 収 入 が 著 し く 減 少 し た 月 を 除 い た 月 の 賃

金 を 用 い て 計 算 す る こ と が で き る こ と 。                     （ 第 四 条 関 係 ） 

  ３ 基 本 手 当 の 所 定 給 付 日 数 等 の 延 長 の 特 例 

    特 例 期 間 に お い て 受 給 資 格 者 で あ る 者 の 所 定 給 付 日 数 及 び 受 給 期 間 に つ い て 、 そ れ ぞ れ 九 十 日 間 延

長 す る こ と 。                                （ 第 五 条 関 係 ） 

 二 雇 用 安 定 事 業 の 特 例 等 

  １ 雇 用 安 定 事 業 の 拡 充 

    政 府 は 、 「 雇 用 調 整 助 成 金 制 度 」 に お い て 、 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 等 の 影 響 に よ り 労 働 者 を

休 業 さ せ る 事 業 主 （ 令 和 三 年 一 月 八 日 以 後 に お い て 労 働 者 の 責 め に 帰 す べ き 理 由 等 以 外 の 理 由 に よ

り 労 働 者 を 解 雇 し た 事 業 主 を 除 く 。 ） に 対 す る 助 成 を 行 う に 当 た っ て は 、 当 該 事 業 主 が そ の 休 業 さ

せ て い る 期 間 （ 同 日 か ら 政 令 で 定 め る 日 ま で の 期 間 に 限 る 。 ） に つ い て 当 該 労 働 者 に 支 払 う 賃 金 の

全 額 を 助 成 す る よ う 、 必 要 な 措 置 を 講 ず る も の と す る こ と 。 



  
 

三

    政 府 は 、 の 措 置 が 労 働 者 の 生 活 及 び 雇 用 の 安 定 に 資 す る も の で あ る こ と に 鑑 み 、 の 助 成 に 係

る 制 度 が 活 用 さ れ る よ う 、 周 知 を 図 ら な け れ ば な ら な い も の と す る こ と 。 

（ 第 七 条 関 係 ） 

  ２ 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 応 休 業 支 援 金 等 に 係 る 企 業 規 模 要 件 を 設 け な い こ と の 明 確 化 

    新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 応 休 業 支 援 金 等 に 関 し 、 大 企 業 の 労 働 者 を 支 給 対 象 と す る こ と 及 び 令

和 二 年 四 月 一 日 以 後 に お け る 休 業 に つ い て 支 給 さ れ る こ と を 明 確 に す る た め 、 政 府 は 、 新 型 コ ロ ナ ウ

イ ル ス 感 染 症 対 応 休 業 支 援 金 等 を 支 給 し よ う と す る と き は 、 同 日 以 後 に お け る 休 業 に つ い て 、 事 業 主

の 資 本 金 の 額 、 常 時 雇 用 す る 労 働 者 の 数 等 を 問 わ ず 支 給 し な け れ ば な ら な い 旨 を 規 定 す る こ と 。 

（ 第 八 条 及 び 第 九 条 関 係 ） 

  ３ 不 利 益 取 扱 い の 禁 止 等 

    事 業 主 は 、 労 働 者 が 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 応 休 業 支 援 金 等 の 支 給 を 受 け よ う と し た こ と を

理 由 と し て 、 当 該 労 働 者 に 対 し て 解 雇 そ の 他 不 利 益 な 取 扱 い を し て は な ら な い こ と 。 

    事 業 主 は 、 国 が 実 施 す る 措 置 に 積 極 的 に 協 力 す る と と も に 、 労 働 基 準 法 そ の 他 の 労 働 に 関 す る 法



 

  
 

四

令 を 遵 守 し つ つ 、 そ の 雇 用 す る 労 働 者 の 雇 用 の 継 続 等 に 配 慮 す る よ う 努 め る も の と す る こ と 。 

（ 第 十 二 条 関 係 ） 

  ４ 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 応 休 業 支 援 金 等 の 支 給 の 申 請 に 係 る 手 続 に つ い て の 配 慮 

    厚 生 労 働 大 臣 は 、 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 応 休 業 支 援 金 等 の 支 給 の 申 請 が 不 当 に 妨 げ ら れ る こ

と の な い よ う 、 当 該 申 請 に 関 す る 書 類 に 労 働 保 険 番 号 の 記 載 を 要 し な い も の と す る こ と そ の 他 当 該 申

請 に 係 る 手 続 に つ い て 必 要 な 配 慮 を し な け れ ば な ら な い こ と 。         （ 第 十 三 条 関 係 ） 

  ５ 助 言 等 及 び 公 表 

    厚 生 労 働 大 臣 は 、 ３ の 施 行 に 関 し 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 事 業 主 に 対 し て 、 助 言 、 指 導 又

は 勧 告 を す る こ と が で き る こ と 。                     （ 第 十 四 条 関 係 ） 

    厚 生 労 働 大 臣 は 、 ３ に 違 反 し て い る 事 業 主 に 対 し 、 の 勧 告 を し た 場 合 に お い て 、 そ の 勧 告 を

受 け た 者 が こ れ に 従 わ な か っ た と き は 、 そ の 旨 を 公 表 す る こ と が で き る こ と 。  （ 第 十 五 条 関 係 ） 

  ６ 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 応 休 業 支 援 金 等 に 関 す る 制 度 の 周 知 徹 底 等 

    政 府 は 、 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 応 休 業 支 援 金 等 の 支 給 の 申 請 の 機 会 が 確 保 さ れ る よ う 、 労



  
 

五

働 者 及 び 事 業 主 に 対 し 、 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 応 休 業 支 援 金 等 に 関 す る 制 度 の 周 知 徹 底 を 図

る も の と す る こ と 。 

    事 業 主 は 、 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 等 の 影 響 に よ り 労 働 者 を 休 業 さ せ る 場 合 に お い て 、 そ の 休

業 さ せ て い る 期 間 の 全 部 又 は 一 部 に つ い て 賃 金 の 支 払 を し な い と き は 、 当 該 労 働 者 に 対 し 、 新 型 コ

ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 応 休 業 支 援 金 等 に 係 る 制 度 に 関 す る 情 報 の 提 供 を す る よ う 努 め る も の と す る

こ と 。 

（ 第 十 六 条 関 係 ） 

  ７ 解 釈 規 定 

    雇 用 保 険 法 そ の 他 の 労 働 に 関 す る 法 令 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 応 休

業 支 援 金 等 の 支 給 の 申 請 に 係 る 手 続 に お い て 事 業 主 が 労 働 者 を 休 業 さ せ た こ と を 認 め た こ と を も っ て 、

そ の 休 業 が 使 用 者 の 責 め に 帰 す べ き 事 由 に よ る 休 業 で あ る と 解 釈 し て は な ら な い こ と 。 

（ 第 十 七 条 関 係 ） 

第 三 離 職 者 等 の 支 援 に 係 る 措 置 



 

  
 

六

 一 臨 時 職 業 訓 練 受 講 給 付 金 

  １ 国 は 、 令 和 三 年 一 月 分 か ら 政 令 で 定 め る 月 分 ま で の 職 業 訓 練 受 講 給 付 金 の 支 給 を 受 け る 者 に 対 し 、

当 該 支 給 を 受 け る 月 に つ い て 臨 時 職 業 訓 練 受 講 給 付 金 を 支 給 す る こ と 。     （ 第 十 八 条 関 係 ） 

  ２ 臨 時 職 業 訓 練 受 講 給 付 金 の 額 は 、 一 月 に つ き 、 当 該 月 分 の 職 業 訓 練 受 講 給 付 金 の 額 に 相 当 す る 額 と

す る こ と 。                                （ 第 十 九 条 関 係 ） 

 二 生 活 保 護 法 の 要 保 護 者 に 対 す る 支 援 措 置 

  １ 生 活 保 護 法 の 保 護 の 実 施 機 関 は 、 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 等 の 影 響 等 に 鑑 み 、 生 活 保 護 の 開 始 の

申 請 が あ っ た と き は 、 要 保 護 者 及 び 扶 養 義 務 者 の 資 産 及 び 収 入 の 状 況 の 調 査 そ の 他 の 要 保 護 者 に 関 す

る 調 査 の 一 層 の 簡 素 化 及 び 合 理 化 を 図 る と と も に 、 積 極 的 に 同 法 に よ る 保 護 を 行 う よ う 努 め な け れ ば

な ら な い こ と 。                             （ 第 二 十 二 条 関 係 ） 

  ２ 国 は 、 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 等 の 影 響 等 に 鑑 み 、 要 保 護 者 が 生 活 保 護 の 開 始 の 申 請 を す る ま で

の 間 に お い て も 、 当 該 要 保 護 者 が 生 計 を 維 持 す る こ と が で き る よ う 、 当 面 の 生 活 に 必 要 な 短 期 の 資 金

の 融 通 そ の 他 の 必 要 な 支 援 を 行 わ な け れ ば な ら な い こ と 。          （ 第 二 十 三 条 関 係 ） 



  
 

七

第 四 施 行 期 日 等 

 一 こ の 法 律 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る こ と 。                  （ 附 則 第 一 条 関 係 ） 

 二 相 談 体 制 の 充 実 等 

  １ 国 及 び 地 方 公 共 団 体 は 、 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 等 の 影 響 に よ り 休 業 を 余 儀 な く さ れ た 者 で あ っ

て 賃 金 及 び 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 応 休 業 支 援 金 等 を 受 け る こ と が で き な い も の か ら の 相 談 に 応

ず る た め の 体 制 の 充 実 を 図 る よ う 努 め る も の と す る こ と 。 

  ２ 政 府 は 、 令 和 三 年 度 末 ま で に 、 １ の 者 の 生 活 の 安 定 を 図 る た め の 措 置 に つ い て 検 討 を 加 え 、 そ の 結

果 に 基 づ い て 必 要 な 措 置 を 講 ず る も の と す る こ と 。 

（ 附 則 第 三 条 関 係 ） 

 三 検 討 

  １ 政 府 は 、 令 和 三 年 度 末 ま で に 、 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 等 の 影 響 を 受 け た 個 人 事 業 者 に 対 し て 支

給 さ れ る 給 付 金 そ の 他 の 金 銭 の 支 給 の 状 況 を 踏 ま え 、 被 用 者 と 類 似 し た 働 き 方 を す る 個 人 事 業 者 の 生

活 を 支 援 す る た め の 給 付 金 制 度 の 創 設 に つ い て 検 討 を 加 え 、 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 そ の 結 果 に



 

  
 

八

基 づ い て 必 要 な 措 置 を 講 ず る も の と す る こ と 。 

  ２ 政 府 は 、 令 和 三 年 度 末 ま で に 、 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 等 の 影 響 に よ り そ の 雇 用 す る 労 働 者 を や

む を 得 ず 休 業 さ せ た 事 業 主 に つ い て 賃 金 の 支 払 を 促 進 す る 観 点 か ら 、 賃 金 を 支 払 っ た 事 業 主 に 対 す る

金 融 上 の 支 援 、 税 制 上 の 優 遇 措 置 そ の 他 の 措 置 に つ い て 検 討 を 加 え 、 そ の 結 果 に 基 づ い て 必 要 な 措 置

を 講 ず る も の と す る こ と 。 

  ３ 政 府 は 、 災 害 そ の 他 の 事 由 に よ り 事 業 主 が そ の 雇 用 す る 労 働 者 を や む を 得 ず 休 業 さ せ た 場 合 に お け

る 労 働 者 の 生 活 の 安 定 を 図 る た め の 恒 久 的 な 制 度 に つ い て 検 討 を 加 え 、 そ の 結 果 に 基 づ い て 必 要 な 措

置 を 講 ず る も の と す る こ と 。 

（ 附 則 第 四 条 関 係 ） 

 三 そ の 他 所 要 の 規 定 を 整 備 す る こ と 。 


